
 

 

１. 変更内容 

＜オンライン業務の変更＞ 

（Ａ）通関士証票番号の更新処理の変更 

予備申告後の本申告において、通関士により業務が実施された場合に、当該通関士の証票番号で、輸

入申告ＤＢの通関士コードを更新する（本申告までにＣＣＡ業務が実施されている場合を除く。）。 

 

（Ｂ）通関士チェックの変更 

予備申告前にＣＣＡ業務を実施していない場合で、予備申告後にＩＤＡ０１業務を実施しないで本申

告を行う場合、通関士のみ実施可能となるように変更する。 

 

（Ｃ）ＣＣＡ業務の各申告ＤＢチェックの変更 

各申告ＤＢチェックについて、以下のとおりに変更する。 

入力された申告等番号について、以下のチェックを行う。 

① 入力された申告等番号が申告種別に対応した申告ＤＢに存在すること。 

② ＣＣＡ業務にて、通関士審査が行われた旨の登録がされていないこと。 

③ 申告等事項／申告等変更事項／許可内容変更申請事項の登録が完了していること。 

④ 申告等／申告変更等／許可内容変更申請がされていないこと。 

⑤ 搬入時申告の登録がされていないこと。 

⑥ 開庁時申告の登録がされていないこと。 

 

（Ｄ）通関士審査状況の更新処理の変更 

予備申告時において、「通関士審査状況」を「Ｄ：申告・申請済」に更新しないように変更する。 

なお、予備申告を実施した場合のＩＤＩ業務の「通関士審査結果」欄の出力内容は以下のとおりとなり

ます。 

① ＣＣＡ業務を実施していない場合、「スペース：未審査（事項登録済）」 

② ＣＣＡ業務を実施している場合、「Ｙ：審査済」 

 

（Ｅ）ＣＣＡ業務の輸入申告ＤＢ更新処理の変更 

予備申告後にＣＣＡ業務を行った際、ＣＣＡ業務を行った通関士の証票番号で輸入申告ＤＢの通関士コ

ードを更新するように変更する。 

 

２. 変更対象業務 

＜オンライン業務＞ 

・「輸入申告（ＩＤＣ）」業務 

・「シングルウィンドウ輸入申告（ＳＷＣ）」業務 

・「通関士審査結果登録（ＣＣＡ）」業務 
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＜航空/海上共通業務＞ 
「通関士審査結果登録（ＣＣＡ）」業務関連の仕様変更 

機
能
概
要 

＜変更前仕様＞ 

・予備申告後に「輸入申告変更事項登録（ＩＤＡ０１）」業務を実施しないで本申告を行った場合、予備申

告を実施した通関士の証票番号を出力する。 

・予備申告前にＣＣＡ業務を実施していない場合で、予備申告後にＩＤＡ０１業務を実施しないで本申告を

行う場合、通関士以外も実施できる。 

・予備申告後のＣＣＡ業務は実施できない。 

＜変更後仕様＞ 

・予備申告後にＩＤＡ０１業務を実施しないで本申告を行った場合、本申告を実施した通関士の証票番号を

出力する（本申告までにＣＣＡ業務が実施されている場合を除く。）。 

・予備申告前にＣＣＡ業務を実施していない場合で、予備申告後にＩＤＡ０１業務を実施しないで本申告を

行う場合、通関士のみ実施可能とする。 

・ＣＣＡ業務が実施されていない場合は、予備申告後のＣＣＡ業務を実施可能とし、ＣＣＡ業務を行った通

関士の証票番号で輸入申告ＤＢの通関士コードを更新する。 

・本案件は通関業者に通関業務の代行を依頼する場合のみの仕様とする。 



 

 

・「通関士審査内容呼出し（ＣＣＢ）」業務 

 

 

３. 特記事項 

パッケージソフトのバージョンアップが必要。 

 

４. リリース予定日／サービス開始予定日 

平成３０年０３月１８日（日） 

 

 

  


